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消費者や地域の方との繋がりを大切に！
〜大谷 直豊さん〜

令和５年８月１日

第５３号

今
回
は
農
業
を
始
め
て
約
２
年
に
な
る
富
勢
地
区

の
大
谷
直
豊
さ
ん
（
三
十
四
歳
）
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

大
谷
さ
ん
は
知
人
の
方
の
お
知
り
合
い
で
あ
っ
た

富
勢
地
区

遠
藤
農
業
委
員
の
ご
協
力
の
も
と
農
業

を
始
め
ま
し
た
。
現
在
は
ネ
ギ
、
枝
豆
、
里
芋
や
か

ぶ
な
ど
を
栽
培
し
、
柏
市
内
の
食
堂
な
ど
に
出
荷
し

て
い
ま
す
。

か
ぶ
は
近
所
の
方
の
ご
縁
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
の

八
百
屋
の
シ
ー
ン
で
使
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で

す
。自

分
の
栽
培
し
た
も
の
を
新
鮮
な
ま
ま
消
費
者
の

方
に
直
に
届
け
た
い
こ
と
か
ら
、
将
来
は
自
身
の
直

売
所
を
作
り
た
い
と
の
こ
と
。
ヤ
ギ
な
ど
の
動
物
と

ふ
れ
あ
い
な
が
ら
野
菜
な
ど
を
購
入
で
き
る
よ
う
な

施
設
を
作
る
こ
と
が
目
標
だ
そ
う
で
す
。
あ
け
ぼ
の

山
公
園
な
ど
近
隣
の
施
設
に
遊
び
に
来
た
つ
い
で
に

気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
域
の
方
と
の
繋
が
り
も
大
切
に
さ
れ
て

お
り
、
子
供
た
ち
に
無
償
で
収
穫
体
験
を
し
て
も

ら
っ
た
り
、
ベ
テ
ラ
ン
の
農
業
者
の
方
に
収
穫
を
お

手
伝
い
し
て
も
ら
う
こ
と
で
農
業
の
ス
キ
ル
も
勉
強

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り
農
地
法
の
下
限
面
積
が

撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
新
規
に
農
業
を
始
め
る

方
も
増
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
が
し
て
も
ら
っ

た
よ
う
に
新
規
に
就
農
す
る
方
の
サ
ポ
ー
ト
や
農
業

を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
も
将
来
的
に
は
行
っ
て
み
た

い
と
熱
く
語
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。



農地法内容

農地を農地のまま
売買、貸借する場合

申請者

売主（貸し主）

買主（借り主）

両方

第３条

自分名義の農地を
転用する場合

第４条 所有者

売主（貸し主）

買主（借り主）
他人名義の農地を
売買、又は貸借して

転用する場合
両方

第５条

転用に係る工事等が終わったら登記手続きを

柏市農業委員会だより （２）

農地を転用するときはどんな手続きをすればいいの？

〇
農
地
転
用
と
は
？

田
や
畑
等
の
農
地
を
、
住
宅
や
駐
車
場
等
、

農
地
以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
こ
と
を
「
農
地

転
用
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
盛
土
な
ど
に
よ

る
造
成
を
行
う
場
合
も
、
や
は
り
農
地
転
用
に

該
当
し
ま
す
。

な
お
、
農
地
転
用
に
は
所
定
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
予
め
農
業
委
員
会
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
無
断
で
農
地
転
用
す
る
と
？

農
地
法
違
反
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原
状

回
復
、
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円

以
下
の
罰
金
を
科
せ
ら
ま
す
。

● 農地法 第３条（譲渡，売買等。相続は除く）

柏市の許可 … 毎月２５日頃 締切

● 農地法 第４条・第５条（市街化区域）

柏市への届出 … 随時受付

● 農地法 第４条・第５条（市街化調整区域）

千葉県の許可 … 毎月２５日頃 締切

※ 締切日の１週間前までに農業委員会へご相談くだ

さい。

※ 各月の締切日は４頁の日程表をご確認ください。

（３） 柏市農業委員会だより

農
業
委
員
会
の
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
か
ら
「
農

地
転
用
の
許
可
を
取
っ
て
い
る
た
め
宅
地
に

な
っ
て
い
る
は
ず
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
許
可
を
取
っ
た
だ

け
で
は
転
用
の
手
続
き
が
完
了
し
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
農
地
転
用
に
関
す
る
法

律
（
農
地
法
）
と
、
不
動
産
登
記
に
関
す
る
法
律

（
不
動
産
登
記
法
）
が
異
な
る
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
、
農
地
転
用
の
許
可
を
得
て
、
工
事

等
が
完
了
し
た
ら
農
業
委
員
会
に
「
農
地
の
地

目
変
更
登
記
に
か
か
る
転
用
確
認
証
明
書
申
請

書
」
を
提
出
し
、
証
明
を
受
け
、
法
務
局
で
地
目

変
更
登
記
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
固
定
資
産
税
が
変
更
後
の
も
の
で
課

税
さ
れ
て
い
て
も
、
課
税
は
現
況
主
義
で
あ
り
、

登
記
は
変
更
さ
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

登
記
が
農
地
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
、
今
後
も

農
地
法
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

登
記
の
つ
い
て
の
お
問
合
せ

千
葉
地
方
法
務
局

柏
支
局

千
葉
県
柏
市
柏
６
丁
目
１
０−

２
５

電
話
０
４-

７
１
６
７-

３
３
０
９

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

●
農
地
の
所
有
者
な
ど
は
農
地
を
適
正
に
利
用

す
る
「
責
務
」
が
あ
り
ま
す
。

農
地
法
第
一
条
に
は
「
農
地
は
国
民
に
た
め
の

限
ら
れ
た
資
源
で
あ
り
、
か
つ
地
域
に
お
け
る
貴
重

な
資
源
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
農
地
を
所
有

し
て
い
る
者
な
ど
（
農
地
を
借
り
て
使
用
し
て
い
る

者
を
含
む
）
は
、
「
農
地
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
利

用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
責
務
」
が
あ
る
と
農
地
法

第
二
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
農
地
と
は

農
地
法
第
二
条
に
『
「
農
地
」
と
は
、
耕
作
の

用
に
供
さ
れ
る
土
地
』
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
定
期
的
な
草
刈
り
や
適
正
な
作
付
け
を
お
願

い
し
ま
す
。

雑
草
が
繁
茂
し
て
い
る
と
、
病
虫
害
の
原
因
と

な
る
ほ
か
、
周
辺
の
農
地
や
生
活
環
境
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。
定
期
的
に
草
刈
り
な
ど

を
行
い
、
い
つ
で
も
作
付
け
で
き
る
状
態
を
維
持
す

る
と
と
も
に
、
適
切
な
作
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

～農地の適正な管理を

お願いします～



令和５年

〃

〃

〃

〃

令和５年/　　令
和６年

令和６年

〃

〃 未定 未定 未定

総会日程
面接調査現地調査

申請締切日
調査会日程

　８月　９日（水）　７月２５日（火）

　８月２５日（金）

　９月２５日（月）

１０月２５日（水）

　８月　２日（水）

　９月　４日（月）

１０月　２日（月）

１１月　１日（水）

　９月　８日（金）

１０月　６日（金）

１１月　９日（木）

１１月２４日（金）

１２月１８日（月）

　１月２５日（木）

　２月２２日（木）

　３月２５日（月）

　８月　３日（木）

　９月　５日（火）

１０月　３日（火）

１１月　２日（木）

１２月　５日（火） １２月　８日（金）

　１月　５日（金）

　２月　９日（金）

　３月　８日（金）

１２月　４日（月）

１２月２５日（月）

　２月　１日（木）

　３月　４日（月）

１２月２６日（火）

　２月　２日（金）

　３月　５日（火）

柏市農業委員会だより （４）

編
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長
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介

農業者年金に加入しませんか？
〜安心で豊かな老後の為に〜

老
後
の
暮
ら
し
の
準
備
を
！

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
厚
生
年
金

や
共
済
年
金
な
ど
の
上
乗
せ
年

金
が
あ
る
よ
う
に
、
農
業
者
に

は
農
家
の
為
の
農
業
者
年
金
が

あ
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
は
積
立
式
の
確

定
拠
出
型
年
金
で
、
加
入
や
脱

退
も
自
由
。
保
険
料
の
額
は
ご

自
身
で
決
め
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
そ
の
他
、
メ
リ
ッ
ト
の
多

い
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て
、

安
心
で
豊
か
な
老
後
に
備
え
ま

し
ょ
う
。

【
加
入
の
条
件
】

①

６
０
歳
未
満

②

年
間
６
０
日
以
上
農
業
に
従
事

③

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

【
相
談
先
】

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

平
日
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

電
話
（
０
３
）
３
５
０
２−

３
１
９
９

柏市農業委員会の総会等日程をお知らせします。申請

締切日は原則として毎月２５日（土日祝日の場合は前

日）となります。

なお申請は余裕をもって締切日の１週間前までに事前

ご相談くださるようお願いします。

令和５年度農業委員会総会等の日程


